
                                                          

【法１９７条１項２号による申立て】 

       財 産 開 示 手 続 申 立 書                   

 

 仙台地方裁判所第４民事部 御中 

 

   令和  年  月  日 

 

       申立人                       印 

                              電 話   －   －      

                              ＦＡＸ   －   －      

 

                      当 事 者          別紙目録のとおり 

                      請求債権      別紙目録のとおり 

 

 申立人は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務名義の正本に

記載された請求債権を有しているが、債務者がその支払をせず、下記の要件に該当す

るので、債務者について財産開示手続の実施を求める。 

                              記 

１ 民事執行法１９７条１項の要件 

  □ 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続（本件申立ての日より６

月以上前に終了したものを除く。）において、金銭債権の完全な弁済を得る

ことができなかった。 

  □ 知れている財産に対する強制執行を実施しても、金銭債権の完全な弁済を

得られない。 

２ 民事執行法１９７条３項の要件  

  債務者が、本件申立ての日前３年以内に財産開示期日においてその財産について

陳述したことを 

□  知らない。 



                                                          

□  知っている。 

  （「知っている。」にチェックした場合は、次のいずれかにチェックする。） 

□ 債務者が当該財産開示期日において、一部の財産を開示しなかった

（１号）。 

□ 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得した（２号）。 

□ 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了した  

（３号）。 

（添付書類） 

 １ 執行力のある債務名義の正本   通 

 ２ 同送達証明書          通 

 ３ 審判確定証明書                通 

 ４ 資格証明書           通 

（証拠書類） 

１ 民事執行法１９７条１項２号の要件 

□ 財産調査結果報告書 

 □ 

 

２ 民事執行法１９７条３項の要件 

□  



                                                          

         【記載例】 

当  事  者  目  録 

 

 

〒９８０－８６３９  

 

住 所 仙台市青葉区片平〇丁目〇番〇号                  

 

   （債務名義上の住所）                         

  

  申 立 人   甲 野 花 子                           

                     

   （債務名義上の氏名）                        

                 

 

〒９８２－１２３１  

 

 

住 所 仙台市太白区長町〇丁目〇番〇号                  

 

 （債務名義上の住所）                         

 

  債 務 者    乙 野 太 郎                               

                    

   （債務名義上の氏名）                        

 

 

※「債務名義上の住所」、「債務名義上の氏名」の各欄は、当事者の現在の住所又は

氏名と債務名義に表示された住所又は氏名が同一の場合は、記載する必要はありませ

ん。  



                                                          

【記載例】 

《養育費》 

請  求  債  権  目  録 

 

☑  仙台 家庭裁判所 古川支部 平成・令和 〇年（家イ）第 ○○ 号事件の

☑調停調書正本 

 □審判書正本 

 □調停に代わる審判正本 

 □執行力のある判決正本 

 □ 

に表示された下記債権 

□     法務局所属公証人      作成の執行力ある平成・令和    年

第     号         公正証書の正本に表示された下記債権 

記 

１ 確定期限が到来している債権  金   ３５万  円 

⑴  金   ３５万  円 

ただし、申立人、債務者間の 長男○○ についての平成・令和  ４  年 

 ８ 月から平成・令和 ５ 年 ２ 月まで１か月金   ５万 円の養育費

の未払分（支払期毎月 末 日） 

⑵  金        円 

ただし、申立人、債務者間の      についての平成・令和    年 

   月から平成・令和   年  月まで１か月金      円の養育費

の未払分（支払期毎月  日） 

２ 確定期限が到来していない定期金債権 

⑴  平成・令和 ５ 年 ３ 月から平成・令和 １５年 ３ 月（申立人、債務

者間の長男 ○○が満２０歳に達する日の属する月）まで、毎月 末 日限り、金 

５万  円ずつの養育費 

⑵  平成・令和   年   月から平成・令和   年   月（申立人、債務

者間の    が満  歳に達する日の属する月）まで、毎月  日限り、金     

円ずつの養育費 



                                                          

【記載例】 

《婚姻費用》 

 

請  求  債  権  目  録 

 

☑  仙台  庭裁判所 古川支部 平成・令和 〇年（ 家 ）第 ○○ 号事件の 

□調停調書正本 

☑審判書正本 

□調停に代わる審判正本 

□執行力のある判決正本 

□ 

に表示された下記債権 

□     法務局所属公証人      作成の執行力ある平成・令和    年

第     号         公正証書の正本に表示された下記債権 

記 

１ 確定期限が到来している債権  金  ３５万  円 

ただし、平成・令和 ４ 年  ８ 月から平成・令和 ５ 年 ２ 月まで 

１か月金 ５万  円の婚姻費用の未払分（支払期毎月 末 日） 

 

２ 確定期限が到来していない定期金債権 

  平成・令和 ５ 年 ３ 月から離婚又は別居の解消に至るまでの間、毎月 

末 日限り、金 ５万 円ずつの婚姻費用 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 該当する年号を丸囲みし、□に✔又は■を記入する。 


